


頁 章番号等
項番

仕様書の該当箇所
区分 照会事項 回答

8

調達仕様書
P.23

4.2.4 要望
昨今の半導体不足及び欠品、コロナ禍による生産拠点の封鎖や生産能力の制限、部品供給不足の
状況が想定される中で、機器納入に係る作業期間が「令和5年2月28日」と業者決定から短期間での
納入が要件となっております。業者決定後の期間をより多く確保いただけますよう、ご検討お願いいた
します。万が一、納期に遅れが生じる可能性が発生した場合等は、事情をご勘案の上、機構様と協議
させていただけますようお願いいたします。

項番1を参照願います。

9

調達仕様書
P.23

4.2.5
表4.2.5.1

要望
恐れ入りますが、納品時に使用できる搬入車両に制限等があるようであれば明示いただけますと幸い
でございます。

閲覧資料にて、提示致します。

10

調達仕様書
P.29、P.42

5.4.1(2)
表9.1.1項番2

提案
「「表8.1.3.1主体的部分と主体的部分以外」に示す」との記載がございますが、こちらは「表9.1.1主体
的部分と主体的部分以外」の誤植かと存じます。
また、主体的部分以外の作業の中には受託事業者のオフィス内で実施する作業もあろうかと存じます
ので、「基本的には機構が指定する作業場所で作業を実施すること」とされたほうがよろしいかと存じ
ます。

記載内容に誤りがあったため、「表9.1.1主体的部分と主体的部分以外」に修正致
します。
なお、機構が指定する場所には、受託者のオフィスが含まれます。

11

調達仕様書
P.29、P.40

5.4.2(3)
8.1.3(2)

提案
「2時間以内に参集すること。」との記載がございますが、昨今の情勢を鑑みて、Web会議等を活用す
ることは可能でしょうか。Web会議での参集が可能であれば、より機動的な動きができるかと存じます。

調達仕様書に記載のとおり、機構本部に参集願います。

12

調達仕様書
P.44

第10章(1) 要望
「受託事業者は、機構から立入監査の実施を求められた場合は、予告・無予告に関わらずこれに協
力すること。立入監査は履行前、履行中、履行後にそれぞれ行うことがある。」とございますが、立ち入
りを含む監査の対応は、契約期間内のみの実施といただけますよう、緩和をお願いいたします。

調達仕様書に記載のとおりです。

13

要件定義書
P.10

4.3.1 質問
表4.3.1.2調達対象のハードウェア(機器設置拠点A)のラックのみ契約区分が買取でお間違いないで
しょうか。他の調達機器がリース調達となっているため、確認させていただきたく。

要件定義書に記載のとおり、機器設置拠点Aのラックは買取です。

14

要件定義書
P.10

4.3.1
表4.3.1.2

要望
当該拠点ではラックのご用件記載がございませんが、NW機器（L3SW、L2SW）の設置場所は既設ラッ
クなどで確保済みとなりますでしょうか。もし未確保の場合、ラックも提案に含めさせていただいてもよ
ろしいでしょうか。

ラック調達の必要性を検討し、本公示にて提示します。

15

要件定義書
P.10

4.3.1 質問
今回調達されるストレージは、仮想化基盤上に現存する、又は今後新規に構築される、他のVMクラス
タ（厚生年金保険適用業務支援システム以外のシステム）からの利用も想定されると考えて宜しいで
しょうか。

ご認識のとおりです。

16

要件定義書
P.12

4.5.1 質問
可用性に関して、「表4.5.1.1 可用性にかかる目標値」に以下の記載がございます。
--------------------------------------
平均復旧時間：4時間以内（システム停止を伴う障害(営業日の5時から22時)）
--------------------------------------
また、保守対応時間について、「表4.15.2.1 納品保守の保守対応時間」に以下の記載がございます。
--------------------------------------
納品製品の保守(本番環境)：平日稼働日：8:30～20:00
--------------------------------------
上記について、保守対応時間(平日稼働日の8:30～20:00)の外となる時間(5:00～8：30、20：00～22：
00)についても、平均復旧時間を4時間以内とされている理由をご教示いただけないでしょうか。

記載内容に誤りがあったため、表4.5.1.1の可用性に係る平均復旧時間の目標値
は以下のとおり修正致します。

・24時間以内
アプリケーション障害及び基盤障害に関して、サービス停止に至る障害の発生か
ら復旧までに要した平均時間
・2時間以内
アプリケーション障害及び基盤障害以外の障害（サーバの再起動で解消される障
害）に関して、サービス停止に至る障害の発生から復旧までに要した平均時間
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頁 章番号等
項番

仕様書の該当箇所
区分 照会事項 回答

17

要件定義書
P.12

4.5.1(2)② 質問
この度はハードウェアのみの調達だと思いますので、以下②の要件はハードウェアやソフトウェア等を
組み合わせて実現できるものと考えております。
②冗長化構成とするサーバは、可能な限りActive-Active構成とし、サーバ間の負荷がなるべく均等
になるように処理を分散して割り当てることにより、機器資源の有効活用を図ること。
ですので、機構様がハードウェアに求める要件は、可能な限り各種パーツを冗長化させること、という
理解でよろしいでしょうか。

ハードウェアに求める要件は、4.10.3ハードウェア要件に記載のとおりです。

18

要件定義書
P.13

4.6.1(1) 要望
「ハードウェアリソースを拡張する際に、ネットワーク機器やサーバ機器の予備のポートやスロットを用
いて拡張が可能な構成にすること。」との記載がございますが、どの程度の拡張性を持たせる必要が
あるのか？具体的に明示いただけませんでしょうか。

ハードウェアに求める要件は、4.10.3ハードウェア要件に記載のとおりです。

19

要件定義書
P.14

4.8.2 要望
「表 4.8.2.2 業務データのバックアップ及びリストア要件（参考）」に以下の記載がございますが、本シ
ステムの業務データは事業所情報、調査事跡データと認識しております。記載の見直しをお願いでき
ますでしょうか。
また、リストア方式については、DBバックアップ領域からシステムのDB領域へのデータリストアとなるた
め、併せて記載の見直しをお願いできますでしょうか。
--------------------------------------
取得範囲：業務データ（給付記録、資格記録）
リストア方式：DB参照用ボリュームからDB更新用ボリュームへのデータリストアを行えること

記載内容に誤りがあったため、表 4.8.2.2 を以下のとおり修正致します。

・項番3 取得範囲
業務データ（事業所情報、調査事跡情報）

・項番9 リストア方式
DBバックアップ領域からシステムのDB領域へのデータリストアが行えること

20

要件定義書
P.21

4.10.3
表4.10.3.1

要望
FCインタフェースについてはスロット数の定義がないことからインタフェースカードが１枚であるものと
読み取れますが、4.5.1可用性要件の観点から、カードが故障した場合の可用性担保がされていない
ものと考えられるため、
３２Gbps以上SPF+×2ポート以上×２スロット以上であること
への変更をご検討いただけないでしょうか。

FCインタフェースについては、可用性の観点から検討を行い、本公示にて提示致
します。

21

要件定義書
P.22

4.10.3
表4.10.3.4項番2

質問
2.インターフェースの仕様が10GBase-R(SFP+)となっておりますが、表3.2.1.1物理インタフェース一覧
（本番環境）では、仮想化基盤共通L3スイッチ(機器設置拠点A)のL2スイッチ(業務)と接続するインタ
フェースが10GBase-Tとなっています。L2スイッチ(業務)のインタフェースの要件として、10GBase-Tも
含まれる認識でよいでしょうか。

記載内容に誤りがあったため、表4.10.3.4の項番2を、「10GBASE-T×12ポート以
上」に修正致します。

22

要件定義書
P.22

4.10.3
表4.10.3.4項番5、
7

質問
L2スイッチ（業務）の5.冗長化機能及び7.高信頼化・運用性向上機能でスタック機能について言及さ
れておりますが、複数機器を論理的に1台として構成することは必須でしょうか。
昨今のL2機器ですとスタック機能は使わずに、マルチシャーシリングアグリケーション相当機能が実
装可能な製品もあり、製品選択の幅が広がるため要件緩和可能か確認させていただきたく。

必要となる要件を検討し、本公示にて提示します。

23

要件定義書
P.24

4.10.3(3)②(ⅰ) 要望
(ⅰ)L2スイッチ
「以下の「表4.10.3.9 L3スイッチ要求仕様」に示す要求仕様を満たすこと。」との記載がございますが、
正しくは「表4.10.3.8 L2スイッチ要求仕様」を示しているものと認識しております。認識に齟齬がござい
ませんでしたらご修正いただけますよう、お願いいたします。

記載内容に誤りがあったため、4.10.3(3)②(ⅰ)の本文を、「以下の「表4.10.3.8 L2
スイッチ要求仕様」に示す要求仕様を満たすこと。」に修正致します。

24

要件定義書
P.31

4.10.7
表4.10.7.2
表4.10.7.3

質問
4.2.2情報システムの全体構成における図4.2.2.1システム全体構成 内で記載されている基幹用L2ス
イッチについては本調達の責任範囲外となっておりますが、左記当該表においては基幹用L２スイッ
チの記載があり、不整合があるように見受けられます。
左記表の項番１及び項番2については、「L2スイッチ（業務）」「L2スイッチ（管理）」が正となりますで
しょうか。記載内容のご確認をお願い致します。

記載内容に誤りがあったため、表4.10.7.2、表4.10.7.3の項番１を「L2スイッチ（業
務）」、項番2を「L2スイッチ（管理）」に修正致します。

25

要件定義書
P.32

4.10.7
図4.10.7.2

質問
図中で、本システムの機器－関連事業者の納品機器 間の役務については「データセンタ管理事業
者」が対応する範囲」と記載がありますが、下部の箇条書き記載では「機器間のケーブル敷設：受託
事業者」とあり、不整合があるように見受けられます。記載内容のご確認をお願いします。

図4.10.7.2と箇条書きの記載に不整合があり、工事パターンBの範囲については、
「データセンタ管理事業者」の記載が正しいため、箇条書き部分の「機器間のケー
ブル敷設：受託事業者」の記載を、「機器間のケーブル敷設：データセンタ管理事
業者」に修正致します。
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